
 

長野県立歴史館管理規則の一部を改正する規則案について 

 
 

文化財・生涯学習課 

 
 
１ 改正の理由及び内容 

  長野県立歴史館協議会について、長野県立歴史館条例の一部を改正して博物館

法上の協議会として設置することに伴い、協議会開催に必要な事項を追加し、所

要の改正を行う。 
 

 

２ 施行期日 

  平成 24 年４月１日 
 
 
 















 

 

 
 

 
 

           



 

 
 

 
 

      



 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 


